
 

利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，空き店舗等の利用を通じて，町内商店街等の賑わい創出及

び地域の活性化のため，町内の空き店舗等や住宅を活用して事業を行う者に

対して，予算の範囲内において利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて，利根町補助金等交付規

則（平成５年利根町規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

（１） 創業 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第２８号 

   に規定する創業をいう。 

（２） 創業者 前号の創業を行い，又は創業を行う予定のものをいう。 

（３） 創業日 個人事業主にあっては開業の日，法人にあっては法人設立の 

日をいう。 

（４） 空き店舗 次に掲げる要件の全てを満たす施設をいう。 

 ア 過去に事業の用に供されていた店舗，事務所等（店舗，事務所を併

用する住宅の場合は，住宅部分が明確に分離されているものに限る。）

であり，１か月以上事業が営まれていないもの 

    イ 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に

規定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗で

ないもの 

    ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令に違反し

ていないもの 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は， 

 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準として定

められた日本標準産業分類に属する事業であって，次の各号のいずれにも該

当しないものとする。 

（１） 中小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）第１１条第１項に

規定する特定連鎖化事業 

（２） 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に規

定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗に係る



事業 

（３） 政治性又は宗教性のある事業を行う団体 

（４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）に基づく規制の対象となる事業 

（５） 前各号に掲げるもののほか，町長が適当でないと認めるもの 

（補助金交付対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助金交付対象者」という。）は，

創業者であって，次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

 （１） 町内で創業を行うこと。 

 （２） 創業日から２年以上継続して行うこと。 

 （３） 補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること（既存事業者を

除く。）。 

 （４） 住民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車税及び国民健康保険税の

滞納がないこと。 

 （５） 資格や許認可を必要とする業種の場合，事業開始までに当該資格等を

有していること又は有する見込みであること。 

（６） 外国人にあっては，日本国内において就労が認められる在留資格を有

すること。 

（７） 法人にあっては，法人登記が町内にされていること。 

（８） 利根町商工会の会員であること又は会員となる見込みであること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる者は，補助金交付対象者としない。 

（１） 利根町暴力団排除条例（平成２４年利根町条例第１６号）第２条第１

号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する者 

（２） 空き店舗の所有者若しくは当該所有者の３親等以内の親族又はそれら

の者と生計を一にする者 

（３） 第８条に規定する補助金の交付申請をした年度内以前から創業開始し

ている者 

（４） 第８条に規定する補助金の交付申請をした年度内に創業を開始しない

者 

（補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は，次の各号に定めるものとする。 

（１） 補助金の交付決定日から交付決定の属する年度の３月３１日までと

する。 

（２） 次年度以降において，新たに家賃補助を申請する場合は，補助開始日 

（初年度の補助金の交付決定日）から起算して通算１２か月までとする。 

（３） 補助対象期間の算定に当たり，法人設立又は組織の変更等を行った



場合は，変更前の期間も通算する。 

 （補助対象経費） 

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，別表に

掲げるいずれかとし，同一の事業者及び個人につき補助金の交付は１回に限

る。 

２ 前項に定めるもののほか，町長は，補助金の交付にあたり，必要があると 

認めるときは，当該補助金の交付に条件を付することができる。 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は，補助対象経費の２分の１以内とし，別表に掲げる額を上

限とする。ただし，補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは，これ

を切り捨てるものとする。 

 （交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとするものは，利根町空き店舗等活用及び創

業期支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に定める書類を添えて，町長に

提出しなければならない。 

 （１） 事業計画書（様式第２号） 

 （２） 個人にあっては，住民票の写し，法人にあっては，登記事項証明書の

写し（発行から３か月以内のもの） 

（３） 賃貸借契約書の写しその他当該空き店舗の使用の権限を確認できる書

類 

（４） 補助対象経費を確認できる書類の写し 

（５） 改修工事をする場合にあっては，施工前の店舗の外観及び内装の写真 

（６） 現地案内図 

（７） その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第９条 町長は，前条の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審

査し，補助金の交付の可否を決定し，利根町空き店舗等活用及び創業期支援補

助金交付決定通知書（様式第３号）又は利根町空き店舗等活用及び創業期支援

補助金不交付決定通知書（様式第４号）により，当該申請者に通知するものと

する。 

 （事業変更の承認申請） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業

者」という。）が，第８条の規定による申請の内容を変更するときは，変更

しようとする日の２か月前までに，利根町空き店舗等活用及び創業期支援

補助金事業変更承認申請書（様式第５号）を町長に提出し，町長の承認を受

けなければならない。ただし，補助金の交付決定額に変更が生じない軽微な



変更については，この限りではない。 

２ 町長は，前項の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審査し，

適当と認めるときは，利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金事業変更

承認通知書（様式第６号）により，当該申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は，第９条の規定により補助金の交付決定を受けた事業

（第１０条第２項の規定による変更の承認を受けた事業をいう。以下「補助事

業」という。）が完了したときは，当該補助事業が完了した日から起算して３

０日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い

日までに，利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金実績報告書（様式第７

号）に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。 

 （１） 補助対象経費に係る契約書及び領収書の写し 

 （２） 改修工事等施工後の店舗内及び店舗外観の写真 

 （３） 作成したポスター，チラシ等の成果物 

 （４） 個人開業又は会社等の設立が確認できる書類 

 （５） その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 町長は，補助事業者から前条の規定による報告書の提出を受けたと

きは，その内容を審査し，必要に応じて現地調査を行い，その報告に係る補助

事業の内容が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは，交付すべ

き補助金の額を確定し，利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金確定通

知書（様式第８号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１３条 補助事業者は，前条の規定による通知を受けたときは，利根町空き店

舗等活用及び創業期支援補助金交付請求書（様式第９号）により，町長に対し

補助金の交付を請求するものとする。 

２ 町長は，前項の規定による請求があったときは，速やかに当該補助事業者に

補助金を交付するものとする。 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第１４条 補助事業を中止又は廃止しようとする補助事業者は，速やかにその

理由及び状況その他必要な事項について，利根町空き店舗等活用及び創業期

支援補助金事業中止（廃止）等届出書（様式第１０号）により町長へ届け出な

ければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 町長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は，補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。 



 （１） この要綱の規定に違反したとき。 

 （２） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 （３） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （４） 事業を継続して２年以上行わなかったとき。ただし，次に掲げる場合

は，この限りではない。 

  ア 補助事業者が死亡又は病気若しくは怪我等により事業の継続ができな

い場合 

  イ 災害等により事業の継続が困難である場合 

  ウ その他事業を継続できないことがやむを得ないものと町長が認める場   

   合 

（５） 第１０条の規定による申請があった変更後の事業内容について，補助 

金の交付の目的を達成することができないと町長が認めるとき。 

２ 町長は，前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは，補助事業

者に対し，利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付決定取消通知書

（様式第１１号）により通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１６条 町長は，前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場

合において，既に補助金を交付しているときは，利根町空き店舗等活用及び創

業期支援補助金返還命令書（様式第１２号）により，期限を定めて返還を命ず

るものとする。 

 （書類等の整備） 

第１７条 補助事業者は，補助事業に係る経費の収支並びに，事業の遂行状況及

び経理の状況を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し，かつ，これらの書

類等を補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から５年間保存しておか

なければならない。 

 （補足） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は町長が別に定める。 

 附 則 

 この告示は，公表の日から施行する。 

 

別表 

補助対象経費 補助率 補助限度額 補助要件 

店舗賃借料 補助対象経費 

の２分の１以 

内 

 

月額３万円以内 （１）店舗及び事務所 

の賃借に係る費用（住

宅部分を有する店舗及

び事務所物件において



は，店舗及び事務所専

用部分に係る費用に限

る。） 

（２）営業を開始した 

日の属する月の翌月か 

ら１年間に限る。 

（３）同一の事業者及 

び個人につき補助金の 

交付は１回に限る。 

店舗改装等経

費 

補助対象経費

の２分の１以

内 

 

３０万円以内 （1）空き店舗の内装及

び外装の改修工事に係

る費用（住宅部分を有

する店舗及び事務所物

件においては，住宅部

分を明確に区分するた

めの工事に係る費用を

含む。）ただし，対象者

自身で改装する場合に

ついては，原材料費及

び消耗品費に限る。 

（２）同一の事業者及

び個人につき補助金の

交付は１回に限る。 

創業期経費 補助対象経費

の２分の1以内 

 

１０万円以内 （１）ポスター，チラシ

等の印刷及び配布に係

る費用 

（２）新聞，雑誌等への

広告に係る費用 

（３）ホームページの

製作に係る費用 

（４）看板の作成及び

設置に係る費用 

（５）その他新規事業 

開始に係る宣伝費用と 

して町長が認める費用 

（６）同一の事業者及



び個人につき補助金の

交付は１回に限る。 

 


